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北海道特定最低賃金引上げの答申がまとまりました 

 

北海道地方最低賃金審議会（会長 加藤
か と う

智
とも

章
ゆき

）は、昨日、１０月３日までに、「北海

道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など４業種の北海道特定最低賃金を引き上

げるのが適当であると、北海道労働局長（局長引地
ひ き ち

睦夫
む つ お

）に答申しました（下表参照）。 

この答申を受け、北海道労働局では、今後、発効に向けて所要の手続を進めることと

しています。 

 

（表） 北海道特定最低賃金の答申内容 

特定最低賃金の件名 答申日 
答申のあった 

時間額 
現行の時間額 

引上額 

（引上率） 
発効予定日 

処理牛乳・乳飲料、 

乳製品、糖類製造業 
１０月３日 ８５０円 ８３０円 

２０円 

（2.4％） 
１２月１日 

鉄 鋼 業 ９月２８日 ９２７円 ９００円 
２７円 

（3.0％） 
１２月１日 

電子部品・デバイス・ 

電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業 

１０月２日 ８４２円 ８２１円 
２１円 

（2.6％） 
１２月１日 

船舶製造・修理業、 

船体ブロック製造業 
１０月２日 ８４５円 ８２５円 

２０円 

（2.4％） 
１２月１日 

 （※）本答申に対する異議申出がなされた場合は、発効日が遅くなることがあります。 

 

なお、北海道最低賃金（地域別最低賃金）については、既に本年１０月１日に改正発

効し、時間額８１０円となっており、北海道労働局ではその周知に努めるとともに、履

行確保を図っています。 

【担当】 
厚生労働省 
北海道労働局労働基準部賃金室 

   室   長   松坂 伸雄 
   室長補佐   熊谷 智史 
電話：011-709-2311（内3531） 

厚生労働省北海道労働局発表 
平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ４ 日 



こ
の
表
を
労
働
者
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
下
さ
い
。（
最
低
賃
金
法
第
八
条
） 

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 

北海道の最低賃金 
  地域別最低賃金 

  特定最低賃金 
最低賃金の件名 最低賃金額（円） 特定最低賃金の適用が除外される者 

処 理 牛 乳 ・ 乳 飲 料 、 
乳 製 品 、 糖 類 製 造 業 

時間額 

８５０ 
２９．１２．１発効予定 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従

事する者 
４ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業

務に主として従事する者 

鉄 鋼 業 
 
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄

鋼業」を除く 

時間額 
９２７ 

２９．１２．１発効予定 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従

事する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報

通 信 機 械 器 具 製 造 業 
 

※「発電用・送電用・配電用電気機械器

具製造業」、「産業用電気機械器具製造

業」、「電球・電気照明器具製造業」及び

「医療用計測器製造業（心電計製造業を

除く。）」を除く 

時間額 
 

８４２ 
２９．１２．１発効予定 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従

事する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 
５ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送

給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰

め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務（こ

れらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。）に主

として従事する者 
６ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な

小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、か

しめ、バリ取りの業務（これらの業務のうち、流れ作業の

中で行う業務は除く。）に主として従事する者 

船 舶 製 造 ・ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 
 
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁

船製造・修理業」を除く 

時間額 

８４５ 
２９．１２．１発効予定 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従

事する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

  ● 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は 
算入されません。 

   ● 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。 

   ● 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。 

   ● 派遣労働者は、派遣先の地域（産業）に適用される最低賃金が適用されます。 

   ● 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援策「業務改善助成金」は雇用環境・均等部企画課にて、非正規雇用労働者の処遇改善の 

ための支援策「キャリアアップ助成金」については職業安定部職業対策課にて対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。 

 

労働災害に健康保険は使えません。受診は労災保険で‼ 
    
   ・ 最低賃金又は労働保険についての詳しいことは、北海道労働局（電話011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。 
   ・ 北海道労働局ホームページアドレス http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 
 

 

  厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署） 

最低賃金の件名 最低賃金額（円） 適用労働者等の範囲 

北海道最低賃金 
 時間額 

         ８１０ 
          ２９．１０．１発効 

 北海道において事業を営む全産業の使用者及びそ

の者に使用される労働者に適用されます。 

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

